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様式第 1号（第 3条関係）

藤 都 第 1 8 2 号

令 和 7 年 12 月 17 日

静岡県開発審査会会長 様

藤枝市長 北村 正平

市街化調整区域内の開発行為について（付議）

このことについて、都市計画法第 34 条第 14 号の規定により、次のように開

発審査会に付議します。
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該 当 条 項 都市計画法第 34 条第 14 号

理 由

事業予定者の株式会社朋電舎は焼津市に本社を置き、電気設備工

事、制御盤製造、制御システム開発を業としております。今回の計画

は、水処理プラント制御システムの設計、製造を担うサンリック事業

部の業務拡大及び効率化を期したものであります。

昨今の半導体工場建設ラッシュに伴い、半導体の製造過程で使用す

る純水、超純水の製造装置向けの制御盤の需要が増大しております。

しかしながら、現在の事業所（吉田工場、榛原郡吉田町神戸）は敷地

面積約 3,000 ㎡、建屋の床面積 1,000 ㎡と手狭であり、設備を増強す

る余地が乏しいのが現状です。そのため、本社及び吉田工場との連携

が可能かつ広域交通アクセスに優れ、工場増設に十分な面積（5,000

㎡以上）を有する土地を探索しました。

今回の申請地は本社から約 13km、新工場の建設に伴い閉鎖される吉

田工場から約 8km の距離に位置します。自動車で移動する場合の所要

時間は、本社との間で 15分、吉田工場との間で 13分程度であります。

そのため、事業所間で効率的に連携することが可能であるとともに、

吉田工場の閉鎖に伴う勤務地の変更による従業員への負担が軽微な

ものに抑えられます。また、東名高速道路・大井川焼津藤枝スマート

ＩＣから約 5km に位置し、志太中央幹線や港湾道路を経由した往来が

可能であることから、材料及び部品の入荷や製品の出荷に有利であり

ます。さらに、敷地面積が約 5,000 ㎡と、規模も十分と言えます。

事業予定者の希望する条件に合致することから、申請地への工場建

設を実現するべく、申請に至ったものであります。

処分庁の意見

本案件は、付議基準１３の「地域振興のための工場等」に適合する

ものです。

・付議基準の共通基準への適合状況

(1) 開発行為を行う区域（開発区域）の面積は５ヘクタール未満であ

ること。

開発区域の面積は 5,088.04 ㎡であり、これに適合します。

(2) 対象となる土地は農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年

法律第 58号)の農用地区域内にないこと。

申請地は農用地区域内にありません。
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(3) 開発行為等の実施計画が市町の土地利用指導要綱に基づく承認

を受けるなど、地域の土地利用調整を経ており、かつ、周辺の土地

利用状況と適合していること。

本件については、令和 7年 12月 15 日付で藤枝市土地利用事業

の適正化に関する指導要綱に基づく市長の承認を受けており、関

係各課と土地利用について調整を経ております。

また、申請地は道路を介して工業専用地域に隣接しており、既

存工場や事業所が立ち並ぶ幹線道路の沿線に位置します。住宅が

散在する集落地との間には農業用水路があり、十分な離隔距離が

あります。申請地を含む街区内には源助ふれあい広場があります

が、予定建築物の壁面とは 15m 程度の離隔距離があり、広場の利

用に影響を及ぼすことはありません。本事業は周辺の土地利用状

況と適合するものと考えます。

(4) 対象となる者及び土地所有者に都市計画法又は関係法令違反の

事実がないこと。

都市計画法違反等について該当はありません。

(5) 市町の総合計画その他の計画に適合するなど、地域の経済社会活

動の活性化、地域社会の発展等に寄与するものと認める施設である

こと。

申請地は、第６次藤枝市総合計画では「新産業拠点」に、藤

枝市都市計画マスタープランの地域別構想では「新産業地ゾー

ン」に、藤枝市企業立地推進ビジョンにおいては「新産業誘致

エリア」に、それぞれ位置付けられており、東名高速道路・大

井川焼津藤枝スマートＩＣの広域アクセス性を生かした工業・

流通業務施設の誘致を推進することとされております。

従って、今回の計画は本市の総合計画その他の計画に適合

し、地域の経済社会活動の活性化、地域社会の発展に寄与する

ものと認められます。

(6) 商業施設は、既存の商業用地の再開発の場合を除き対象とならな

いこと。

予定建築物は工場であり、商業施設ではありません。
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・付議基準１３「地域振興のための工場等」への適合状況について

(1) 工場等は、製造業（日本標準産業分類の大分類Ｅ）又は情報通

信業（日本標準産業分類の大分類Ｇ）の建築物であること。

予定する工場は、日本標準産業分類（令和 5年）の大分類Ｅ 製

造業－細分類 2914 配電盤・電力制御装置製造業」に該当します。

(2) 地形、環境等の自然条件、雇用、交通、土地利用、産業等の社

会経済条件を総合的に勘案してやむを得ないと認められる場合で

あること。

申請地は東名高速道路・大井川焼津藤枝スマートＩＣから約

5km に位置し、志太中央幹線や港湾道路といった幹線道路を経由

した往来が可能であることから、広域交通アクセス性に優れてお

ります。当該地周辺には既存工場が立ち並んでおり、住宅が散在

する集落地との間には農業用水路による十分な離隔距離があり

ます。申請地において工場の建設を目的とした開発行為が行われ

ても周辺へ与える影響が少ないと予想され、社会経済条件が整っ

た申請地への工場の立地はやむを得ないと認められます。

(3) 対象となる土地は、都市計画法第 18 条の 2第 1項の規定に基づ

き定める当該市町の都市計画に関する基本的な方針に工場等の導

入を図るべき地区として定められた区域内にあること。

申請地は、藤枝市都市計画マスタープランにおいて、交通利便

性を生かした工業・流通業務施設等の誘致を推進する地域である

「新産業地ゾーン」に位置付けられています。

・周辺における市街化を促進するおそれがないと認められること

(1) 予定建築物が立地することにより、予定地周辺に新たな公共公

益施設を整備する必要が生じないこと又はそのおそれがないこと

道路整備について、申請地は現況幅員が 8.66m の市道高島八番線

に接します。敷地が接する部分は幅員 9.0m 以上が確保できるよう、

事業者により拡幅がなされます。

上水道整備について、申請地北側の市道 4地区 325 号線に、既設

の水道本管が埋設されています。そこからの引き込み管を設置しま

す。
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下水道整備について、申請地は下水道整備区域外に位置します。

申請地内に浄化槽を設置します。

雨水は申請地北側の普通河川に排水します。当該水路は 1年確率

短時間降雨量（28mm/h）に対する流下能力があります。申請地内に

は 50 年確率短時間降雨量（122mm/h）に対応した調整池を設置する

計画です。

これらのことから、新たな公共公益施設を整備する必要が生じる

ことはなく、また、そのおそれもありません。

(2) 予定建築物が立地することにより、予定地周辺の都市的土地利

用が増進される等、予定地周辺の土地利用に大きな変化がもたら

されないこと又はそのおそれがないこと。

申請地は道路を介して工業専用地域に隣接しており、既存工場

（持田製薬(株)藤枝事業所、科研製薬(株)静岡工場、仲山鉄工(株)）

や事業所（メイセー機械(株)、マルニシ(株)藤枝営業所）が立ち並

ぶ幹線道路の沿線に位置します。予定建築物の立地は周辺の土地利

用状況に適合しており、周辺の土地利用に大きな変化をもたらすこ

とはなく、そのおそれもありません。

６ 予定地で行われても支障がない又はやむを得ないと認められる

こと。

申請地は、藤枝市都市計画マスタープランにおいて、交通利便性

を生かした新産業の創出を図る地域である「新産業地ゾーン」に位

置付けられており、工場の立地はこれに適合したものと言えます。

生産工程で騒音や排熱が発生する可能性がありますが、敷地の外

周に緑地や調整池を配置し、特に申請地北側の集落地への配慮がな

された計画となっております。

これらのことから、当該開発行為が予定地で行われても支障がな

いと考えます。

また、本市への企業進出の要望は多いものの、市街化区域内の工

業系用途地域等、利用可能な土地に空きがない状況です。地域の活

力と賑わいを生み出すことが求められている中、市街化調整区域で

あっても、周辺の状況に適合し、社会経済条件を活かし得るもので

あれば、開発行為が行われることはやむを得ないと考えます。
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これまでのとおり、本案件は付議基準（共通基準及び付議基準１

３）に適合し、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、予定

地で行われても支障がないと認められるため、許可することが適切

であると考えます。







資料３ 

 

藤枝市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例（案） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という｡）第

３４条第１１号の規定に基づき、市街化調整区域における開発行為の許可の基準

に関し必要な事項を定める。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び都市計画法施行令（昭和44年政

令第158号。以下「令」という｡）において使用する用語の例による。 

（法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域） 

第３条 法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれに

も該当するものとして、別表に掲げる土地の区域(以下「指定区域」という｡）と

する。 

⑴ 自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると

認められる土地の区域であって、その全部又は一部が市街化区域からおおむね

５００メートル以内に存する土地の区域であること。 

⑵ 建築物の敷地間の距離が５０メートル以内でおおむね５０以上の建築物（市

街化区域内に存するものを含む｡）が連たんしている土地の区域であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる区域は、指定区域に含まないものとする。 

⑴ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第８条第２項第１

号に規定する農用地区域 

⑵ 令第２９条の９第１号から第５号までに掲げる区域 

⑶ 水防法（昭和24年法律第193号）第１５条第１項第４号の浸水想定区域のうち、

同法第１４条第１項の想定最大規模降雨により３メートル以上の浸水が想定さ

れる区域 

（環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途） 

第４条 法第３４条第１１号の開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上

支障があると認められる用途は、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第２(ろ)

項各号に掲げる建築物(これらの建築物の用途が複合するものを含み、次に掲げる

基準に適合するものに限る｡）以外の建築物の用途とする。 

⑴ 敷地面積が２００平方メートル以上であること。 

⑵ 建築物の規模が建ぺい率１０分の５以下かつ容積率１０分の８以下であるこ

と。 



資料３ 

 

⑶ 建築物の高さが１０メートル以下であること。 

⑷ 雨水の流出を抑制するために市長が別に定める対策が講じられていること。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

指定区域 

指定区域に指定する土地の区域 高岡四丁目 
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【新旧対照表】

静岡県開発審査会審議規程

現行 改正

【解釈と運用】

土地利用調整区域内に整備される地域経済牽引事

業の用に供する施設の建築に係る開発（建築）行

為

１（省略）

２ 土地利用調整計画

市町が市街化調整区域内において土地利用調

整計画を定めるに当たっては、静岡県開発審査

会審議規程第９条の規定により、開発審査会へ

あらかじめ意見を求めること。

なお、開発審査会の意見を求めた土地利用調

整計画の変更を行う場合には、原則として開発

審査会に意見を求めること。ただし、軽微な変

更の場合には、開発審査会への報告で足りるも

のとする。

３（省略）

【解釈と運用】

土地利用調整区域内に整備される地域経済牽引事

業の用に供する施設の建築に係る開発（建築）行

為

１（省略）

２ 土地利用調整計画

市町が市街化調整区域内において土地利用調

整計画を定めるに当たっては、静岡県開発審査

会審議規程第９条の規定により開発審査会へあ

らかじめ意見を求め、「指摘なし」の回答を得る

こと。

なお、以下の要件に該当した場合は、再度開

発審査会で意見を求めること。

・意見を求めた際に、開発審査会から「指摘」

があったとき。

・計画の変更があったとき（軽微な変更の場

合は、開発審査会への報告で足りるものす

る。）

３（省略）


